
広 

報 

夏・本番！！ 
～７月の休日・・・～ 



　
こ
の
広
報
紙
が
発
行
さ
れ
る
頃
に
は
、
夏
本
番

中
で
毎
日
暑
い
日
が
続
き
、
皆
様
に
は
夏
ば
て
対

策
に
奮
闘
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
体
調

に
は
十
分
に
お
気
を
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

　
８
月
は
お
盆
で
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
に
会
え

る
と
楽
し
み
に
し
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
町
の
行
事
で
は
夏
祭
り
、
火
ま
つ
り
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
、
家
族
団
欒
で
楽

し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
さ
て
、
今
月
の
ま
ち
づ
く
り
報
告
は
税
務
課
か
ら
、

報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
税
務
課
の
担
当
業
務
は
、
町
民
税
・
固
定
資
産

税
・
軽
自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
等
の
町
税

の
賦
課
及
び
徴
収
並
び
に
各
種
税
等
の
証
明
書
（
納

税
・
固
定
資
産
評
価
証
明
等
）
の
発
行
な
ど
で
、

法
令
等
に
基
づ
い
て
行
う
仕
事
柄
、
地
味
で
は
あ

り
ま
す
が
、
秘
密
、
公
平
、
正
確
、
親
切
、
滞
納

者
を
つ
く
ら
な
い
、
を
モ
ッ
ト
ー
に
行
っ
て
お
り

ま
す
。 

　
今
回
は
、
紙
面
の
都
合
で
主
に
町
民
税
及
び
固

定
資
産
税
並
び
に
平
成
１８
年
度
の
個
人
町
民
税
の

改
正
点
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
、
書
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

◎
町
税
の
種
類 

　
町
税
に
は
、
普
通
税
と
目
的
税
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。 

〔
普
通
税
と
は
〕 

　
　
納
め
ら
れ
た
税
金
の
使
い
み
ち
が
特
定
さ
れ

て
な
く
、
町
の
一
般
財
源(

使
途
が
特
定
さ
れ

て
い
な
い
財
源)

と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
、

町
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
・
た
ば

こ
税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

〔
目
的
税
と
は
〕 

　
　
法
律
に
よ
り
そ
の
使
い
み
ち
が
特
定
さ
れ
て

い
て
、
定
め
ら
れ
た
事
業
に
使
わ
れ
る
も
の
で
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 
 

◎
町
民
税
と
は 

　
町
民
税
に
は
「
個
人
町
民
税
」
と
「
法
人
町
民
税
」

が
あ
り
ま
す
。
「
個
人
町
民
税
」
は
県
税
の
県
民

税
と
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

一
般
に
、
都
道
府
県
民
税
と
市
町
村
民
税
を
合
わ

せ
て
住
民
税
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。 

〔
個
人
町
民
税
と
は
〕 

　
　
１
月
１
日
現
在
で
町
内
に
住
ん
で
い
て
、
前

年
度
（
平
成
１８
年
度
課
税
分
は
平
成
１７
年
１
月

１
日
か
ら
平
成
１７
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
１
年
間
）

に
一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
っ
た
人
に
、
町
民

税
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
生
活

保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
や

前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人
に
は
、
個
人

町
県
民
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。 

〔
税
額
の
計
算
方
法
は
〕 

　
　
個
人
町
民
税
に
お
け
る
税
額
の
計
算
は
、
均

等
割
と
所
得
割
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

合
計
所
得
金
額
が
一
定
額
以
下
の
人
に
は
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
。 

○
均
等
割
　
定
額
で
年
額
４
、
０
０
０
円
（
町
民

税
３
、
０
０
０
円
　
県
民
税
１
、
０
０
０
円
） 

○
所
得
割
　
課
税
所
得
金
額
×
税
率-

税
額
控
除

＝
所
得
割
額
　 

〔
課
税
所
得
金
額
と
は
〕 

　
　
所
得
金
額
か
ら
所
得
控
除
額
（
配
偶
者
・
扶

養
・
基
礎
控
除
な
ど
）
を
差
引
い
た
金
額 

〔
税
率
は
〕 

　
　
町
民
税
は
３
％
・
８
％
・
１０
％
（
課
税
所
得

に
よ
る
３
段
階
）
、
県
民
税
は
２
％
と
３
％
（
２

段
階
）
な
お
平
成
１９
年
度
分
か
ら
は
一
率
１０
％

（
町
民
税
６
％
・
県
民
税
４
％
）
と
な
り
ま
す
。 

〔
税
額
控
除
と
は
〕 

　
　
定
率
減
税
額
控
除
・
株
式
配
当
控
除
な
ど 

 

◎
納
税
の
方
法
は 

普
通
徴
収
　
自
営
業
者
の
方
な
ど
は
、
町
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
年
４
回
（
６
月
・

８
月
・
１０
月
・
１
月
の
各
月
の
末
日
）
に
分
け

て
金
融
機
関
・
役
場
の
窓
口
で
納
付
す
る
か
、

口
座
振
替
又
は
納
税
貯
蓄
組
合
で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

特
別
徴
収
　
給
与
所
得
者
の
方
は
、
１
年
間
の
税

額
を
６
月
か
ら
翌
年
の
５
月
ま
で
の
１２
回
に
分

け
て
、
毎
月
の
給
与
か
ら
差
し
引
き
、
事
業
所

が
本
人
に
代
わ
り
納
付
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

 

◎
法
人
町
民
税 

※
紙
面
の
関
係
で
内
容
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
 

◎
固
定
資
産
税
と
は 

　
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
な
ど
の
固
定
資
産
に

課
税
さ
れ
る
も
の
で
、
１
月
１
日
の
賦
課
期
日
現

在
で
町
内
に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
等
の
固
定

資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
に
、
固
定
資
産
税
を
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

〔
税
額
の
計
算
方
法
は
〕 

　
　
固
定
資
産
の
課
税
標
準
額(

土
地
に
つ
い
て
は
、

負
担
調
整
さ
れ
た
額)

×
税
率
（
１.４
／
１
０
０
）

を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま
す
。 

〔
納
税
の
方
法
は
〕 

　
　
町
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
年

４
回
（
平
成
１８
年
度
は
５
月
・
７
月
・
１２
月
・

２
月
）
に
分
け
て
金
融
機
関
・
役
場
の
窓
口
で

納
付
す
る
か
、
口
座
振
替
又
は
納
税
貯
蓄
組
合

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

◎
前
納
制
度
と
は 

　
個
人
町
民
税
（
普
通
徴
収
）
と
固
定
資
産
税
を

納
め
て
い
た
だ
く
と
き
に
、
最
初
の
納
付
期
に
全

期
分
を
一
度
に
納
付
し
て
い
た
だ
く
と
、
前
納
報

償
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。 

 

◎
納
付
期
限
ま
で
に
納
税
が
な
か
っ
た
と
き
は 

　
滞
納
と
し
て
督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
た
と
え

滞
納
が
う
っ
か
り
し
た
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
も
、

督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円
の
手
数
料
と
納
付

期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
延

滞
金
も
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

◎
平
成
  18
年
度
　
個
人
住
民
税
に
お
け
る
主
な

改
正
点
に
つ
い
て 

①
個
人
住
民
税
の
均
等
割
の
見
直
し 

　
個
人
町
民
税
の
均
等
割
の
納
税
義
務
を
有
す
る

夫
と
生
計
を
一
に
す
る
妻
は
、
平
成
１６
年
度
分
ま

で
は
均
等
割
は
非
課
税
で
し
た
が
、
平
成
１８
年
度

分
か
ら
全
額
（
町
民
税
３
、
０
０
０
円
、
県
民
税
１
、

０
０
０
円
）
で
課
税
さ
れ
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
、
一
定
の

金
額
（
給
与
収
入
で
あ
れ
ば
９３
万
円
）
以
下
の
方
は
、

従
来
ど
お
り
非
課
税
で
す
。 

②
老
年
者
控
除
の
廃
止
・
非
課
税
措
置
の
見
直
し 

　
６５
歳
以
上
で
か
つ
所
得
金
額
が
１
千
万
円
以
下

の
方
の
老
年
者
控
除
（
控
除
額
４８
万
円
）
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
６５
歳
以
上
の
方
の
う
ち
合

計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
対
す
る

非
課
税
措
置
が
平
成
１８
年
度
分
か
ら
段
階
的
に
廃

止
さ
れ
ま
す
。 

③
個
人
町
民
税
の
年
金
課
税
の
見
直
し 

　
６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
（
国
民
年
金
・
厚
生
年

金
・
共
済
年
金
な
ど
）
受
給
者
で
は
、
公
的
年
金

に
対
す
る
控
除
額
が
縮
小
さ
れ
、
前
年
度
と
同
じ

収
入
金
額
で
あ
っ
て
も
、
納
税
額
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。 

④
定
率
減
税
の
見
直
し 

　
所
得
割
額
に
か
か
る
定
率
減
税
額
が
平
成
１８
年

度
分
は
減
税
額
が
７.５
％
で
上
限
額
は
２
万
円
に
引

き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
１９
年
度
分

か
ら
は
廃
止
に
な
り
ま
す
。 

　
以
上
、
皆
様
に
身
近
な
も
の
の
報
告
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
町
税
に
つ
い
て
の
ご
質
問

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
役
場
税
務
課
ま
で
お
気
軽

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 

最
後
に
、
皆
様
の
豊
か
で
健
康
で
安
全
な
暮
ら

し
を
支
え
て
い
く
に
は
、
た
く
さ
ん
の
費
用
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
国
か
ら
の
税
源
移
譲
が
十
分
で

な
い
現
在
、
自
主
財
源
で
あ
る
町
税
は
重
要
度
が

増
す
ば
か
り
で
す
。
納
税
に
対
す
る
皆
様
方
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

大

林

　

清

 

税
務
課
長 



ふれあい通信なおしまだより 

８８月月  

16日（水）アーティスト特集（ジャズ） 
17日（木）廃盤、名盤アルバム（ジャズ） 
18日（金）コンテンポラリージャズ（ジャズ） 
19日（土）スウィング、デキシーランド（ジャズ） 
21日（月）1980年代ヒット曲（Jポップ） 
22日（火）1970年代ヒット曲（Jポップ） 
23日（水）アニメ、SFXテーマソング（Jポップ） 
24日（木）日本人アーティストによるインスト作品（Jポップ） 
25日（金）フォーク、ニューミュージック（Jポップ） 
26日（土）グループサウンズ（Jポップ） 
28日（月）童謡、こどものうた（BGM他） 
29日（火）リラクゼーションミュージック（BGM他） 
30日（水）タンゴ、ワルツ、シルバ（BGM他） 
31日（木）日本各地の民謡（BGM他） 

A u g u s t

９９月月  

 1 日（金）オルゴールセレクション（BGM他） 
 2 日（土）季節を演出するBGM（アップテンポ）（BGM他） 
 4 日（月）季節を演出するBGM（スローテンポ）（BGM他） 
 5 日（火）沖縄民謡＆POPS（BGM他） 
 6 日（水）J-POPヒット曲インストゥルメンタル・アレンジ（BGM他） 
 7 日（木）洋楽ナツメロ（BGM他） 
 8 日（金）スクリーンミュージック（BGM他） 
 9 日（土）ボサノヴァ（BGM他） 
11日（月）ジャズピアノ（BGM他） 
12日（火）ライトクラシック（BGM他） 
13日（水）クラシックピアノ（BGM他） 
14日（木）イージーリスニング（BGM他） 
15日（金）琴曲、日本の調べ（BGM他） 

S e p t e m b e r

※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。 

故障かなっと思ったら 
　ボリューム・放送時間帯を確認してください。 
　故障受け付けは、113番へお願いします。 
　移転・廃止は、必ず役場総務課まで印鑑を持って手続きにきてください。 
　オフトーク通信再放送などの操作のお問い合わせは、役場総務課 
892－2222まで、お気軽にお問い合わせください。 

８月１６日からのオフトーク通信4ＣＨの番組表です。 
どうぞ、お楽しみください。 

防災 
コーナー 先月に引き続き、地震のメカニズムについてお話します。 

地震の種類は？ 
　巨大地震は、プレートが潜り込む境界で起きることが多く「プ
レート間地震」と呼ばれます。日本で起こる多くの大地震は、
大陸性プレート（ユーラシアプレート、北米プレート）と海
洋性プレート（太平洋プレート、フィリピン海プレート）の
境界で起きるプレート間地震で、海溝やトラフという海底の
深み付近で起きるため「海溝型地震」とも呼ばれています。 
　また、陸のプレート内部でも、地下の岩盤が断層面を境に
急速にずれ動き、陸の比較的浅い部分で地震が起きることが

あります。起こった地域により「都市直下地震」などとも表
現されます。 
 
活断層とは？ 
　約200万年前以降に同じ場所で何度も岩盤がずれて、繰り
返し地震が発生し、今後も活動のおそれのある断層のこと。
阪神大震災や新潟中越地震も活断層の活動で引き起こされた
ものです。国内では約2,000の活断層が確認されています。
未知の活断層も、稜線や谷筋のずれなど断層変位地形を探す
ことで見つけることができます。 
　活断層には、いくつかの種類があり、ずれの方向や深さ、
これまでの活動履歴などによって、引き起こされる地震の規
模も変わってきます。一般的に断層のずれが大きいほど、断
層が長いほど、地震の規模も大きくなるといわれています。 
　人口が集中している都市部の活断層が地震を起こすと、阪
神大震災のように大きな被害をもたらします。そのため、国
では全国の都市周辺の約100の活断層について調査を進めて
おり、国土地理院では活断層の位置を表示した「都市圏活断
層図」を作成しています。 

プ
レ
ー
ト
の
境
界
で
潜
り
込
む
プ
レ
ー 

ト
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
力
が
は
た
ら 

き
ひ
ず
み
が
蓄
積
さ
れ
る
。 

ひ
ず
み
の
蓄
積 

ひ
ず
み
が
限
界
に
達
し
た
時 

引
っ
張
ら
れ
た
プ
レ
ー
ト
が 

は
ね
上
が
り
地
震
と
な
る
。 

地震の発生 

津波の発生 

断層の形成 

ユーラシアプレート 

プレート 

海溝 

日
本
は
大
陸
性
プ
レ
ー
ト
と 

海
洋
性
プ
レ
ー
ト
の
境
界
に 

位
置
し
て
い
る
。 

プレート間地震 

1

2 3

広 報 



今年度の基本健康診査より、新たに尿酸検査・前立腺腫瘍マーカー（ＰＳＡ） 
検査・特定高齢者把握事業が加わります。 

【前立腺とは】 
　前立腺は男性にだけある臓器です。生理作用は男性ホルモンにより維持されています。前立腺の成長や前立腺がん、

および前立腺肥大症などの病気の進行にも、前立腺ホルモンが関与しています。 

【前立腺がんとは】 
　前立腺がんは、前立腺肥大症とともに、中高年の男性において注意すべき病気のひとつです。前立腺がんの発生には、

加齢によるホルモンバランスの変化が影響していると考えられています。世界的にみた場合でも非常に発生頻度の高

い疾患で、日本においても、近年もっとも増加しているがんとして注目されています。しかし、他の臓器のがんとは

異なり、ゆっくりと進行するため、早期に発見できれば、比較的治りやすいがんであるといえます。 

【症状】 
　早期の前立腺がんには、これといった自覚症状がないため、発見が遅れることが多くあります。しかしがんが進行

すると、尿がでにくい・排尿時に痛みを伴う・尿に血が混じるなどの症状がみられます。 

 

　従って、前立腺がんは症状のない早期に発見することが大切です。ＰＳＡ検査は、前立腺がんを早期に発見するた

めの簡単な血液検査です。一般に他のがんでは血液検査のみで発見することは難しいと言われていますが、前立腺が

んの場合は高い精度で発見することが可能です。約１mlの血液で測定できますので、年に１度は検査を受けましょう。 

　基本健康診査時に検査を希望される方は、受付で「ＰＳＡ検査を受けます」とお申し出ください。簡単な問診票を

記入していただきます。 

　検診料は800円ですが、満70歳以上の方は400円です。 

前立腺がん検診について 

　尿酸は、痛風を発見するてがかりとなる検査です。 

　以前は中年男性特有の病気と言われていましたが、最近では女性や若い方々でも発症する例があります。最近の食

生活の変化によって肥満（特に内臓脂肪型肥満）が増えそれに伴なってこれまで少なかった女性や若い人たちにまで

痛風が増えて来ていると考えられます。今までまれにしかなかった若い女性にも痛風が増えているのは、ストレスや

無理なダイエットなどとも関連があると考えられています。 

　症状が現れる前に血液中の尿酸値が高い「高尿酸血症」と言われる時期があります。この時期に生活習慣や食生活

を工夫して高尿酸血症を改善しないと、激しい痛みの発作が起こります。 

　基本健康診査時に検査できますので、検査を希望される方は、受付で「尿酸検査を受けます」とお申し出ください。 

尿酸検査について 

　平成12年度に始まった介護保険制度ですが、平成17年度には約２倍の経費が必要になり、今後その費用はますます

増大すると考えられます。 

　そこで、65歳以上の方（18年度中に65歳を迎える方を含む）には、基本健康診査に併せて、生活機能評価・運動機能・

栄養状態・口腔機能のチェックを行います。 

　その結果、要介護状態に陥る危険性のある「特定高齢者」を選び出し、その方々は、これ以上生活機能や健康状態

が悪くならないように、介護予防サービスを受けていただくようになります。 

　ですから、今年度からは、65歳以上の方は是非基本健康診査を受けましょう。 

特定高齢者把握事業 

広 報 



　満40歳以上の女性が対象となります。 

　受診票裏面の必要事項をご記入の上、健康

手帳とバスタオルを持ってお越しください。 

★料金　300円（満70歳以上の方は200円）　　　★マンモグラフィー検診　1,000円（満70歳以上の方は500円） 

　昨年度から、マンモグラフィー検診を同時に行っています。この検診は２年に１度受けますが、今年度は奇数年生まれの方が

対象です。 

　対象年齢の方でマンモグラフィー検診を希望される方は、10月13日（金）までに役場住民福祉課（1892－3400）へ申し込

んでください。 

下記の日程で秋の検診を行います。 
該当する検診は必ず受診するようにしましょう。 

　満40歳以上の職場検診を受けない方が対象

となります。 

　受診票裏面の必要事項をご記入の上、健康

手帳を持ってお越しください。 

★料金　1,300円（満70歳以上の方は700円） 

★肝炎ウイルス検査　800円（満70歳以上の方は400円） 

★前立腺腫瘍マーカー検査　800円 

　　　　　　　　　　　　 （満70歳以上の方は400円） 

★尿酸検査は希望により検査できます 

★年度内に64歳を迎える方は、介護予防検診としての生

　活機能評価を受けるようになります 

満40歳以上の職場検診を受けない方が対象と

なります。 

★料金　600円（満70歳以上の方は300円） 

★受診される方は10月13日（金）までに役場住民福祉課（1892－3400）申し込んでください。 

 実施日（曜日） 

8月28日（月） 

 

8月29日（火） 

 

8月30日（水） 

　　検 診 場 所 

民生会館 

 

福祉センター分館（横防） 

積浦集会所 

西部公民館 

受 付 時 間 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

10：00～11：30 

14：00～15：30 

10：00～11：30 

14：00～15：30

 実施日（曜日） 

10月28日（土） 

 

10月29日（日） 

　　検 診 場 所 

積浦集会所 

町役場前 

西部公民館 

福祉センター分館（横防） 

受 付 時 間 

12：30～13：30 

14：30～15：30 

8：30～ 9：30 

10：20～11：20

 　　　　　　　　　提出日（曜日） 

11月 7日（火） 

11月 8日（水） 

11月 9日（木） 

11月14日（火） 

 

・11月15日（水） 

・11月16日（木） 

・11月21日（火） 

・11月22日（水） 

　　提出場所・時間 

役場住民福祉課へ 

午後２時までに提出して 

ください。 

基本健康診査 

乳腺･甲状腺検診 

大腸ガン検診 

検診に該当する方で、受診票の来ていない方も健康手帳を持って検診会場にお越しください。 

（注）食後２時間以内の採血を避けるため、食事時間を考慮 
　　　してください。 

香川県特定不妊治療費助成事業が拡充されました！ 香川県特定不妊治療費助成事業が拡充されました！ 香川県特定不妊治療費助成事業が拡充されました！ 
１．対象となる治療法： 

　　　体外受精・顕微授精（特定不妊治療といいます。） 

２．対象者： 

　　　特定不妊治療が必要と医師に診断された県内 

　　　に住所がある法律上の夫婦 

３．給付の内容：1年度あたり　上限額20万円 

　　（平成18年４月１日から、助成期間が通算５年間に変更となりました。） 

４．所得限度額：夫婦の合計所得が650万円未満 

５．申 請 時 期：原則として治療が終了した日の属する年度内 

　　（年度とは、4月1日から翌年の3月31日までをいいます。） 

お問い合わせ　東讃保健福祉事務所（1831－1531） 
 

広 報 

役場住民福祉課　1892-3400



　高等学校等に就学している人に対して定期乗船券の購入費及び部活動等のために下宿をしている場合の経費
の一部を補助する制度です。 

○申請時期 
　年間２回、上半期（９月）と下半期（３月）に分けて申請。 
　通学航路費補助金については領収書の添付が必要ですので対象者の方は保管をしておいてください。なくした方は
再発行をしてもらってください。（コピー不可） 

○補助金の額 
　通 学 航 路 補 助 金：定期乗船券購入額の10分の３ 
　部活動等助成補助金：年額５万円を限度 

高校生通学航路費等補助金 

　下水道排水設備工事指定工事店の指定要件の一つ
である工事の設計・施工にあたる責任技術者認定のた
めの県下統一試験が本年10月13日（金）に行われます。 

受付申込期間　８月１日（火）～８月31日（木） 

　受験に関する説明書や申込書などは役場環境水道
課にあります。 
　なお、現在すでに責任技術者として登録されてい
る人は、受験する必要はありません。 
　詳しくは、環境水道課（1892―2225）へ 

下水道排水設備工事責任技術者 
統一試験のお知らせ 

　平成18年４月１日より、麻疹及び風疹にかかる定期の
予防接種（予防接種方に基づく接種）が変更になり、
今までの単独ワクチンによる接種から、混合ワクチンでの２
回接種になりました。 
　さらに、平成18年６月２日より、対象者および実施方法
等についても変更になりましたので、お知らせいたします。 

　満１歳以上２歳未満のお子さんで、麻疹・風疹のいず
れか一方のみ接種しているお子さん、またはどちらかに
罹ったことのあるお子さんは、麻しん・風しんの単抗原ワ
クチンを接種するようになります。 
　現在年長児に相当するお子さんも、第２期の麻しん・
風しん混合ワクチンを接種するようになりました。 
　今回の改正は、麻しん・風しんの単抗原ワクチンを接
種した方へ、麻しん・風しん混合ワクチンを接種した場
合の安全性が確認されての改正です。２回目の接種は、
より高い予防効果を得るために実施されるようになりました
ので、接種を受けることをお勧めします。 
　ただし、第１期・第２期の対象年齢でないお子さんは
受けることができませんのでご注意ください。 
　ご不明な点は、役場住民福祉課（1892 －3400）
までお電話ください。 

麻しん・風しん混合予防接種について 

●接種対象者●●● 

●接種方法●●● 

第１期…… 満１歳から２歳未満のお子さん 
第２期…… 満５歳以上７歳未満のお子さんで、小学 

校に入学する前の年の４月１日から入学 
する年の３月31日までの間にあるお子さ 
ん（いわゆる幼稚園の年長児に相当する者） 

第１期…… 麻しん・風しん混合ワクチン 
※ 麻疹に罹ったことのあるお子さんは風疹ワクチン 
※ 風疹に罹ったことのあるお子さんは麻疹ワクチン 
１回　0.5mlを皮下に接種 

第２期…… 麻しん・風しん混合ワクチン 
※ 麻疹に罹ったことのあるお子さんは風疹ワクチン 
※ 風疹に罹ったことのあるお子さんは麻疹ワクチン 
１回　0.5mlを皮下に接種 

直  島  町 

お問い合わせ 
教育委員会事務局　1892－2882

広 報 
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今月の納付期限 

町 県 民 税……………第2期分 
国民健康保険税……………第3期分 
介護保険料（普通徴収）……………第3期分 

 
納付期限 ８月３１日 

◎日　時　8月18日（金） 

　　　　　9：00～12：00 

◎場　所　直島町役場 

◎相談員　土井　　厚 

　 

※お気軽にご相談ください。 

税務課からのお知らせ 行政相談 

“たばこは町内で買いましょう” 
直島町内で販売された“たばこ”の税は直島町に入ります。 

下水道に関するお問合せ先 
環境水道課　1892－2225

　本年10月１日事業所・企業統計調査を実施します。
全国すべての事業所が対象です。この調査は、事業
所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全
国及び地域別に明らかにすることを目的としている
統計調査です。 
　つきましては、９月下旬に調査員が調査区内を巡
回し、各事業所に調査票の記入を依頼しますので、
ご協力をよろしくお願いします。 

すべての事業所の皆様へ 

お問合せ  役場総務課  1892－2222

募集期間　８月３日（木）～８月23日（水） 
募集人員　一般行政事務１名程度 
受験資格　昭和60年４月２日から平成元年４月１日 
　　　　　までに生まれた者で高等学校を卒業した 
　　　　　者及び平成19年３月31日までに卒業見込 
　　　　　みである者 ※採用後は、直島町に居住可能な者 
試 験 日　第１次試験　９月17日 
申込方法　役場総務課に備え付けの申込書より申し 
　　　　　込んでください。 

直島町職員の募集（初級試験） 

接続しましょう！下水道に 

　下水道は、川や海などの自然環境を守り、悪臭やハエ、カなどの害虫のいない衛生的で、快適な美しい町づ
くりを進める役割を担っています。そのためには、町民の皆様方に汚水（し尿や生活雑排水）を公共下水道に
流すための排水設備工事（宅内で台所、風呂、トイレ、洗濯の水を公共下水道に流させる配水管やますなどの
設置工事で、その費用は個人負担となります。）をしていただかなければその機能を果たせません。 
　なお、まだ公共下水道への接続がお済でない家庭（くみ取りの便所や浄化槽設置の家庭等）では一日も早く
排水設備工事を実施されますようお願いします。 

＜水洗化工事早期着工奨励金制度＞ 

　供用開始日（町が地区ごとに下水道工事をし、その下水道を利用できると住民の方にお知らせした日

で実際は役場前の掲示板にお知らせしています。また、広報誌でもお知らせしています。）から２年以

内に水洗化に改造していただくと次のとおり奨励金が交付されます。 

　　　　　　　　　　供用開始日から1年以内に完了した場合　　35,000円 

　　　　　　　　　　供用開始日から2年以内に完了した場合　　20,000円 

（現在は、Ｈ17年３月31日供用開始の積浦地区と本年２月28日供用開始の西町の一部が対象地区となっています。） 

　下水道法という法律で次のとおりくみ取便所（単独
浄化槽も含む）の利用の方は、水洗化が義務付けられ
ています。 
『下水の接続をできる地区のくみ取便所の利用の方は、

その地区の供用開始日から3年以内に水洗便所に改造

しなければいけません。』 

　したがいまして、供用開始日から3年を経過し、ま
だくみ取便所の利用の方は、早急に水洗化の工事を行
う必要があります。 

総務省統計局・香川県・直島町 
 

統計調査にご協力ください！ 

広 報 



 

住民主体のボランティアグループ「う

ぃ・らぶ・なおしま」が企画した「な

おしま自然探検隊」が７月22日（土）

午後４時から琴反地海岸で開催され、

約130名の参加者が、海辺で生息する

生き物を観察したり、

ペットボトルで作成し

た捕獲器で海ホタルを

採取して、海ホタルの

優雅な光の乱舞を楽し

んでいました。 

自然探検隊 

高齢者スポーツ大会 

　平成18年度高齢者スポーツ大会が７月11

日（火）に直島中学校体育館でおこなわれ

ました。高齢者約100名の参加者で、子ど

もに戻ったような輝いた目で競技を楽しん

でいました。 
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　子ども会育成連絡協議会主催による救急法講習会が日赤岡山県支部の

協力で７月15日（土）に直島町総合福祉センター会議室でおこなわれ、

夏休みを前に、水泳教室の監視をする場合の注意事項なども含めた話を、

参加者は真剣に聞いていました。 

　直島少年野球大会が７月29日・30日に、玉野市、高松

市より８チームが参加して町民グランドで熱戦がおこな

われました。 

少年野球大会 

子ども会育成者救急法講習会 

広 報 



国民健康保険についてのお問い合わせは、役場住民福祉課　国民健康保険係（1892－2223）まで 

国保と医療費 

（今月の「アクアウォーキング教室」は、8月17日（木）13：10より福祉センター温水プールにて開催します。） 

知ってください国保のこと！！ 知ってください国保のこと！！ 
　国保は、みなさんの医療費を負担する大きな制度です。 

その医療費は、下記のグラフのとおり高い数値で推移しています。特に退職者の医

療費がここ２年間で非常に伸びてきています。また、今後数年間のうちに会社を定

年退職され、国保に加入される方が増えると予想されますので、この医療費はさら

に増える可能性があります。 

　以前にもお知らせしましたが、平成１８年度は国の高医療費の指定を受けていま

すので、今年度の医療費の状況によりましては補助金が減額され、それに伴い保険

税の引き上げにも繋がります。 

そこで医療費の節約方法として、 

１.かかりつけ医を持ちましょう 

　体調の悪いときはまずここへという「かかりつけ医」を決めておくと安心です。病気のときだけでなく、

健康管理全般のアドバイザーになってもらいましょう。 

2.重複受診はやめましょう 

　医療機関を変えるたびに、注射や投薬、検査、処置などをやり直すため、医療費の無駄遣いになるだけで

なく、体にとっても危険です。 

　　重複受診を防ぐ為に 

　　　①検査や薬の処方が何の為になされるかをお医者さんに十分に聞くこと。 

　　　②信頼できるかかりつけ医を持ち、医療機関を移る場合は紹介状をもらう。 

　　　③複数の医療機関で治療を受けているような場合は、それぞれのお医者さんに他の医療機関を受診し

　　　　ていることを告げる。 

　　　④健康手帳の医療と薬剤の記録欄を活用する。 

3.健康診断を受けましょう 

　定期的に健康診断を受け、病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。 

（単位：円） 

老 人 

退 職 

一 般 

472,587,712 

109,953,387 

121,235,009

484,292,715 

101,502,370 

141,131,277

506,363,559 

103,597,028 

130,055,315

501,320,525 

112,424,759 

143,478,401

512,946,770 

95,309,032 

171,712,505

521,091,987 

90,303,886 

124,325,766

505,988,505 

116,324,508 

160,023,127

505,470,402 

166,805,457 

186,995,002

463,632,589 

174,535,223 

186,500,336

平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 

直島町の医療費の推移 

広 報 
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自転車にも赤切符！ 自転車にも赤切符！ 自転車にも赤切符！ 

　違反行為　 

酒 酔 い 運 転  

信 号 無 視  

通行禁止違反 

遮断踏切立入 

指定場所一時不停止 

無 灯 火  

二 人 乗 り  

罰　　　　則 

３年以下の懲役または50万円以下の罰金 

３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金 

〃　　　　　　 

〃　　　　　　 

〃　　　　　　 

５万円以下の罰金 

２万円以下の罰金 

○摘発対象となる自転車の違反行為と罰則内容○ 

　自転車は道路交通法では

「軽車輌」と規定されてお

り、飲酒運転や信号無視な

どをすれば、自動車のドラ

イバーと同様に、同法違反

が適用されます。 

　自転車の交通事故に歯止

めをかけるため、県警では今月から下記の違反行

為を摘発することになりました。酒酔い運転や信

号無視など悪質な違反には、刑事処罰の対象とな

る交通切符（赤切符）を交付し、罰金刑などが科

されます。 

　また、電動カート利用中の交通事故による死傷

者数は、年々増加の傾向にあります。電動カートは、

足腰の弱い高齢者にとって、便利な移動手段とし

て利用されており、道路交通法では「歩行者」と

みなされています。公道でご使用の方はなるべく

歩道を利用し、無理な横断などは絶対やめましょう。 

　近年、町内の道路も観光客の自動車等の交通量

も増えてきています。自動車・バイク・自転車・

電動カート・歩行者など、どのような場合でも道

路の上では油断せず交通事故のない町づくりにご

協力ください。 

「あなたが決める  あしたのかがわ」 

◆ 告 示 日 ◆  

香 川 県 知 事 選 挙 
香川県議会議員補欠選挙 

2006年　8月27日（日） 

8月10日（木） 8月18日（金） 
知事選挙 県議選挙 

◆投票日時◆  
8月27日（日） ……午前7時～午後8時 

◆期日前投票◆  
期 間：8月11日から8月26日（知事選挙） 
　 　　8月19日から8月26日（県議選挙） 
時 間：午前8時30分から午後8時 
場 所：直島町役場会議室 

お問合せ 
直島町選挙管理委員会　1892－2222

自衛官相談員  
　
中
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年
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①香川県知事選挙の投票日は何日？ 
　 Ａ　8月17日　　　 Ｂ　8月20日　　　   Ｃ　8月27日   
②直島町職員の初級試験日は何日？ 
　 Ａ　8月27日　　　 Ｂ　9月17日　　　   Ｃ　9月24日   
③自転車の二人乗りの罰金は？ 
　 Ａ　２万円以下　　 Ｂ　５万円以下　　  Ｃ　３万円以下   

【応募方法】 
　はがきに答えの記号（例①－Ａ）、住所（地区）、氏名、年齢、広報
についてご意見、要望などを書き添えて応募してください。 
　全問正解者の中から、抽選で5名の方に町指定の可燃ごみ専用
袋（大・小1セット）をプレゼントします。応募は一世帯一通に限ります。 
　締切り／8月21日（月）（当日消印有効） 
　宛　先／〒761－3110 直島町1122－１ 直島町役場総務課 

「広報クイズ」係 

　※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。 
　※ご応募いただいたお客さまの個人情報は、賞品発送のみに使用し、 
　　第三者に開示・提供・共有したりすることはありません。 

7月号の答え①C・②B・③A　応募総数８通 

答えは、今月号の広報紙の中にあります。 

 

チャレンジ！ 広報クイズ チャレンジ！ 広報クイズ 
皆さんの応募をお待ちしています。 

世帯数 
人　口 
　男 
　女 

1,483 
3,458 
1,706 
1,752

（±0） 
（－8） 
（－3） 
（－5） 

8月1日現在（先月比） 

町の面積　　14.22 k㎡ 

◆わが家のスター◆ 
　お子さんの写真と両親からのメッセージを添えてください。 

◆俳句・川柳コーナー◆ 
　テーマは自由です。どうぞご自分の作品をお気軽に発表してみてください。 

◆ミニギャラリー◆ 
　得意な「絵」を描いて送ってみませんか？「絵」ならなんでも結構です。 

応募方法 
　官製はがき、または封筒に住所（地区）・氏名・年齢・電話番号をお
　書き添えのうえ、次の宛先に8月21日（月）（当日消印有効）までに
　ご応募ください。 

宛 　 先 
　〒761－3110　直島町1122－1 
　　直島町役場総務課　「広報なおしま○○○コーナー」 

広 報 

■発行／平成18年8月10日■編集／直島町役場総務課0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１■印刷／山陽印刷（株）■ 

この広報紙は自然保護のため再生紙を使用しています。 

 

※みなさんチャレンジ！広報クイズにどしどし応募ください。 

本　村　山口愛子さんの作品 

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３） 

※診察時間は、午前９時から午後５時まで 
※休日当番医は都合により変更することがあります。 

古紙配合率100%再生紙を 
使用しています 

●直島町のホームページ● 

●電子メール● 

http：//www.town.naoshima.lg.jp

somu1＠town.naoshima.lg.jp

日 内　　　科 外　　　科 歯　　　科 

20

27

17

10

8月 
13

9月 
3

こやま医院 
（八浜町見石）51－3333

おおが内科眼科 
（羽根崎町）81－1696

中村医院 
（長尾）71－2217

池上内科医院 
（玉）31－1288

水田小児科医院 
（宇野）31－1350

貞利内科医院 
（御崎）81－8479

松尾医院 
（宇野）32－4662

みやもと整形外科医院 
（東紅陽台）71－3030

吉田整形外科医院 
（長尾）71－5128

宇野八丁目クリニック 
（宇野）33－8080

近藤委員 
（東田井地）41－1061

玉野三井病院 
（玉）31－4187

千葉医院 
（和田）81－0039

東郷医院 
（田井）32－0220

仲田医院 
（築港）21－2949

八浜駅前歯科医院 
（八浜町大崎）51－3551

橋本医院 
（奥玉）31－8148

半弁医院 
（築港）21－2861

スポーツ通信 
平成18年6月18日（日）　川岡会場 

◎第2回高松市第7ブロックゲートボール大会 

優 勝  直 島  

（敬称略） 

参加チーム　8チーム 

平成１８年７月２９日（土）～平成１８年７月３０日（日）　町民グランド 

◎少年野球直島交流大会 

参加チーム：１日目 
　　　　　　直島野球少年団、川東竜桜、福栄少年野球、 
　　　　　　宇野野球少年団、大崎野球少年団 
　　　　　　２日目 
　　　　　　直島野球少年団、浅野ファイターズ、 
　　　　　　後閑野球少年団、築港野球少年団 
　　　　　　試合結果：７月２９日（土） 
　　　　　　　直島野球少年団　８対４　　宇野野球少年団 
　　　　　　　直島野球少年団　１対１０　福栄少年野球団 
　　　　　　　　　　　７月３０日（日） 
　　　　　　　直島野球少年団　８対４　　浅野ファイターズ 
　　　　　　　直島野球少年団　３対１２　香川イーグルス 


